
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

修   繕   要   綱  

水  道  維  持  課  

令和元年（2019 年）10 月  



 

修繕要綱  

 

（目 的）  

第 1 条  この 要綱 は、 法 令 及び 豊中 市水 道事 業給 水条 例（ 昭和

35 年 豊中 市 条例 第 23 号 。以 下「 給水 条例 」と いう 。）に 定

め が あ る も の の ほ か 、 豊 中 市 上 下 水 道 局 （ 以 下 「 上 下 水 道

局 」 と い う 。） が 施 行 す る 修 繕 の 業 務 を 適 正 か つ 円 滑 に 施 行

する ため に必 要な 事項 を定 める もの とす る。  

（定 義）  

第 2 条  この 要綱 にお ける 修繕 は、 次の 各号 に掲 げる もの とし 、

当該 各号 に定 める とこ ろに よる 。  

(1)  一 般 修 繕  水 道 施 設 又 は 給 水 装 置 に お け る 次 条 に 定 め

る 修 繕 範 囲 に お い て 、 発 生 し た 漏 水 や 止 水 不 良 な ど の 不

具合 箇所 を 修 繕す る工 事を いう 。  

(2)  特 別 修 繕  水 道 施 設 又 は 給 水 装 置 に お け る 次 条 に 定 め

る 修 繕 範 囲 に お い て 、 第 三 者 の 原 因 に よ り 発 生 し た 破 損

箇所 を修 繕す る工 事を いう 。  

（修 繕の 対象 と範 囲）  

第 3 条  修繕 の対 象と 範囲 は、 次の 各号 に掲 げる もの とし 、当

該各 号に 定め ると ころ によ る。  

(1) 水 道施 設  水道 施設 全体  

(2)  給 水 装 置  次 に 掲 げ る 給 水 方 式 に 基 づ き 、 当 該 号 の 細

分に 定め ると ころ によ る。  

ア  直 結 直圧 給水 方式   

 ( ｱ ) 直 結 直 圧 式  配 水 管 の 分 岐 か ら 市 の 水 道 メ ー タ ー

（以 下「 メー ター 」と いう 。） まで  

( ｲ ) ３ 階 以 上 の 直 結 直 圧 式 （ 各 戸 地 付 メ ー タ ー 方 式 の 共

同住 宅等 ）   

配 水 管 の 分 岐 か ら 宅 地 内 の 道 路 直 近 に 設 置 さ れ て い

る 第 一 止 水 栓 ま で 並 び に メ ー タ ー 直 近 の 止 水 栓 及 び

メー ター 前後 のユ ニオ ン部  



 

( ｳ ) ３ 階 以 上 の 直 結 直 圧 式 （ 各 戸 持 上 メ ー タ ー 方 式 の 共

同住 宅等 ）  

配 水 管 の 分 岐 か ら 宅 地 内 の 道 路 直 近 に 設 置 さ れ て い

る第 一止 水栓 まで 及び メー ター 前後 のユ ニオ ン部  

イ  直 結 増 圧 給 水 方 式 （ 共 同 住 宅 等 ）  配 水 管 の 分 岐 か ら

宅 地 内 の 道 路 直 近 に 設 置 さ れ て い る 第 一 止 水 栓 ま で 及

びメ ータ ー前 後の ユニ オン 部  

ウ  受 水 槽 給 水 方 式 （ 共 同 住 宅 等 ）  配 水 管 の 分 岐 か ら 宅

地 内 の 道 路 直 近 に 設 置 さ れ て い る 第 一 止 水 栓 ま で 並 び

に 親 メ ー タ ー 直 近 の 止 水 栓 及 び 各 戸 メ ー タ ー 前 後 の ユ

ニオ ン部  

2 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 上 下 水 道 事 業 管 理 者 （ 以 下 「 管

理 者 」 と い う 。） が 緊 急 で あ る と 認 め る 場 合 は 、 こ の 限 り で

ない 。  

（宅 地内 修繕 にお ける 付帯 復旧 作業 ）  

第 4 条  宅地 内修 繕に おけ る付 帯復 旧作 業に つい ては 、埋 戻土

又は モル タル 復旧 によ るも のと する 。  

（修 繕に 要す る 費 用の 負担 ）  

第 5 条  修繕 に要 する 費用 の負 担は 、 次 の各 号に 掲げ る と おり

とす る。  

(1) 一 般修 繕に 要す る費 用  給水 装置 の使 用者 又は 所有 者  

(2) 特 別修 繕に 要す る費 用  破損 原因 者  

（修 繕に 要し た費 用の 徴収 ）  

第 6 条  豊 中 市 水道 事業 給水 条例 施行 規程 （昭 和 35 年 豊中 市

企業 管理 規程 第 9 号 ） 第 18 条 の 規定 によ り徴 収す る修 繕に

要 し た 費 用 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 費 用 の 合 計 額 に 、 当 該 合

計 額 に 消 費 税 法 （ 昭 和 ６ ３ 年 法 律 第 １ ０ ８ 号 ） 第 ２ ９ 条 に

規 定 す る 消 費 税 の 税 率 を 乗 じ て 得 た 額 及 び そ の 額 に 地 方 税

法 （ 昭 和 ２ ５ 年 法 律 第 ２ ２ ６ 号 ） 第 ７ ２ 条 の ８ ３ に 規 定 す

る 地 方 消 費 税 の 税 率 を 乗 じ て 得 た 額 を 加 算 し た 額 （ そ の 加

算 し た 額 に １ 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 こ れ を 切 り 捨 て



 

る。） と する 。  

(1) 材 料費  

(2) 労 力費  

(3) 土 工事 費  

(4) 損 料  

(5) 諸 経費  

2  前 項 各 号 に 定 め る も の の ほ か 、 特 別 の 費 用 を 必 要 と す る と

きは 、そ の金 額を 加算 する 。  

3 前 2 項の 金額 につ いて は、 管理 者が 別に 定め る修 繕単 価表

及び 代価 表に より 算出 する 。  

（修 繕に 要し た費 用 を 徴収 しな い場 合）  

第 7 条  給水 条 例第 10 条第 3 項 ただ し書 の規 定に より 費用 を

徴収 しな い場 合は 、第 3 条 第 1 号 及び第 2 号に 規 定す る修

繕の うち 、次 の各 号に 掲げ る と おり とす る。  

(1) 漏 水に 起因 する もの  

ア  道 路 部給 水管 の修 繕  

イ  宅地 内給 水 管 の修 繕（ た だし 、 修繕 の管 延 長 が 1 メー

トル 未満 かつ 口径 ５０ ミリ メー トル 以下 に限 る。）  

ウ  宅 地 内 止 水 栓 の 修 繕 （ た だ し 、 口 径 ２ ５ ミ リ メ ー ト ル

以 下 の も の で メ ー タ ー 直 近 の 止 水 栓 に 限 る こ と と し 、

修 繕 に よ る 対 応 が で き な い 場 合 に 行 う 止 水 栓 の 取 替 え

を含 む。）  

(2) 止 水不 良に 起因 する もの  

ア  止 水 栓 の 修 繕 （ た だ し 、 口 径 ２ ５ ミ リ メ ー ト ル 以 下 の

も の で メ ー タ ー 直 近 の 止 水 栓 に 限 る こ と と し 、 修 繕 に

よ る 対 応 が で き な い 場 合 に 行 う 止 水 栓 の 取 替 え を 含

む。）  

（ 3）  調 査に 関す るも の  

ア  出 水 不良 の原 因箇 所を 特定 する ため の調 査  

（ 4）  前 ３号 に定 める もの のほ か、 管理 者が 必要 と認 め る もの  

 



 

附  則  

1 この 要綱 は、 平 成 18 年 4 月 1 日 から 施行 する 。  

2 修繕 工事 要綱 （ 平成 16 年 10 月 1 日施 行） は、 廃止 する 。  

   附  則  

この 要綱 は、 平 成 20 年 4 月 1 日 から 施行 する 。  

附  則  

この 要綱 は、 平 成 26 年 4 月 1 日 から 施行 する 。  

附  則  

この 要綱 は、 令和 元年 10 月 1 日か ら実 施す る。  


